
番地等

1 １丁目　1～6番
2 １丁目　7～11番
3 ２丁目　1～3番、10番、11番
4 ２丁目　4～9番
5 ３丁目　1番、2番
6 ３丁目　3～7番
7 ４丁目　1～7番
8 ４丁目　8～12番
9 ５丁目　1番、10～14番

10 ５丁目　2～9番
11 ６丁目　1～6番
12 ６丁目　7～12番
13 ７丁目　1～8番
14 ７丁目　9～14番

1 １丁目　1～5番

2 １丁目　6～14番
3 ２丁目　1番、2番
4 ２丁目　3～10番
5 ３丁目　1番、2番、17～24番
6 ３丁目　3～16番
7 ４丁目　1～8番
8 ４丁目　9～16番
9 ５丁目　5番、6番、15～24番

10 ５丁目　7～14番
11 ６丁目　17～19番
12 ５丁目　1～4番、25～37番、38～46番

13
５丁目　525番地、526番地
６丁目　1319～1376番地

14 ７丁目　1395番地、1815番地、1856番地、1860番地
15 第１組　６丁目　10～16番
16 第２組　６丁目　1～9番
17 第３組　７丁目　8～12番
18 第４組　７丁目　1～7番
19 第５組　８丁目　1～8番、1988～2289番地
20 第６組　８丁目　9～17番
21 第７組　９丁目全域

1 １丁目　6～18番、23番

2 １丁目　1～5番、19～22番、24～26番
3 ２丁目　1～9番、1563番地、1564番地
4 ２丁目　10～15番
5 ２丁目　16～23番、1380番地、1402番地
6 ３丁目　1～6番
7 ３丁目　7～16番
8 ３丁目　17～26番
9 ３丁目　27～33番

10 ４丁目　1～8番

11
４丁目　9～18番
６丁目　1～2番

12 ５丁目　5～17番
13 ５丁目　18～22番

14
５丁目　1～4番
６丁目　3～6番、13～17番

15 ６丁目　7～12番

1 １丁目全域

2 ２丁目　１～6番、19番の一部
3 ２丁目　7～17番
4 ３丁目　1～3番、15～22番、736番地、789番地　４丁目　全域
5 ２丁目　18～20番

6 ２丁目　21～33番

7 ３丁目　4～8番

8 ３丁目　9～14番
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番地等

担当地区

地区番号

1 １丁目　1～3番

2
１丁目　4～７番
２丁目　１～3番

3
２丁目　4～11番
３丁目　1～4番

4 ３丁目　5番、13～16番、18番、20番
5 ３丁目　6～12番、17番、19番

1 １丁目全域

2 ３丁目全域
3 ２丁目全域
4 ７丁目全域
5 ６丁目全域（7番60～65　を除く）
6 ４丁目　13～27番
7 ４丁目　1～12番
8 ５丁目　全域
9 ９丁目　全域

10 ８丁目　1番、2番
11 ８丁目　3～6番（6丁目7番60～65 を含む）
12 ８丁目　7～9番
13 ８丁目　14～18番、23番
14 ８丁目　10～13番
15 ８丁目　19～22番

1
１丁目　11～22番
２丁目　10～13番

2 １丁目　23～33番
3 １丁目　1～6番（7番の一部）
4 １丁目　8～10番（7番の一部）
5 ２丁目　1番、2番、5～13番、15番、17番
6 ２丁目　3番、4番、19～25番
7 ３丁目　1～9番、11番、12番
8 ３丁目　10番、13～29番
9 ４丁目全域

10 ５丁目　１～15番、17番、18番、20～24番

11
５丁目　16番、19番
６丁目　1～8番

12 ７丁目　1～7番、1216～1247番地
13 ６丁目　9～17番
14 ７丁目　8～15番

1 １丁目　1～3番

2 １丁目　4～6番

3 ２丁目　1～8番

4
２丁目　9～14番
５丁目全域

5
４丁目　1～5番
３丁目　3～5番、13番

6 ３丁目　1番、2番、6～12番
7 ４丁目　6～11番

8 ４丁目　12～16番
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